
４月現在、中学校１年生までの子どもはいま
すが、中学２年生、３年生の子どもはいません。

４月現在、中学校１年生までの子どものほか
に、中学２年生・３年生の子どもがいます。

子
ど
も
手
当
が
支
給
さ
れ
ま
す

こ
れ
ま
で
の
児
童
手
当
に
代
わ
り

４月から

子
ど
も
手
当
を
も
ら
う
た
め
の
手
続
き

４月現在、中学校１年生までの子どもはいま
せんが、中学２年生・３年生の子どもがいます。

所得制限や申請忘れなどで手当はもらってい
なかったが、４月現在、中学３年生までの子
どもがいます。

３月以降に出生または転入しました。

あ
な
た
は
、
３
月
末
現
在
、
市
か
ら
児
童
手
当

を
も
ら
っ
て
い
ま
す
か
？

は
い

い
い
え

手
続
き
が

必
要
で
す

手
続
き
は

不
要
で
す

増
額

申
請

手
続
き
が

必
要
で
す

新
規
申
請

注
意
①　

３
月
中
に
出
生
・
転
入
を

さ
れ
た
方
で
、
３
月
中
に
児
童
手
当

の
申
請
を
済
ま
せ
た
人
は
、
子
ど
も

手
当
の
申
請
は
不
要
と
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
そ
の
申
請
時
に
お
い
て
、

子
ど
も
の
中
に
中
学
校
１
年
生
、
２

年
生
が
い
た
場
合
に
は
、
４
月
以
降

に
そ
の
子
ど
も
に
か
か
る
子
ど
も
手

当
の
申
請
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

注
意
②　

４
月
以
降
に
出
生
・
転
入

を
さ
れ
た
人
は
、
出
生
・
転
入
（
転

出
予
定
日
）
の
翌
日
か
ら
数
え
て
15

日
以
内
に
子
ど
も
手
当
の
申
請
を
し

て
く
だ
さ
い
。
手
続
き
が
遅
れ
ま
す

と
手
当
が
も
ら
え
な
い
月
が
発
生
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

こども課　内線２５６問い合わせ

関城支所総合窓口課（☎ 37-6111）
明野支所総合窓口課（☎ 52-1111）
協和支所総合窓口課（☎ 57-2511）

児童手当
対象児童 小学校６年生まで

支 給 額

（月 額）

【３歳未満】
一　律　10,000 円

【３歳以上】
第１子　  5,000 円
第２子　  5,000 円
第３子　10,000 円

支 給 日
６月、10 月
翌年２月

現 況 届 毎年６月

所得制限 あり

寄付制度 なし

子ども手当
中学校３年生まで

 一律 13,000 円
 平成 23 年３月までの支給額です。

変更なし　（６月については、児童手当〈２
月、３月分〉と子ども手当〈４月、５月分〉
が併せて支給されます。）

変更なし　（６月以降に、別途通知します。）

なし

あり　（手当の全額もしくはその一部を市
に寄付することができます。）

※掲載内容は、３月 12 日時点での「子ど
も手当法案」（国会において審議中）をも
とに作成しています。今後の審議の状況に
よっては法案に修正等が生じることも考え
られますので、あらかじめご了承ください。

「子ども手当」とは、次代の社会を担う子ども一人ひとりの成長を社会全
体で応援するという趣旨のもとに、中学校３年生までの子どもを対象に支
給するものです。

児童手当から「子ども手当」への変更点児童手当から「子ども手当」への変更点

子
ど
も
手
当
を
も
ら
う
た
め
の
手
続
き
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は
ぐ
く
み
医
療
費

医
療
福
祉
費
支
給
制
度
の
お
知
ら
せ

医
療
福
祉
費
受
給
資
格
の
拡
大

医
療
福
祉
費
・
は
ぐ
く
み
医
療
費

受
給
資
格
の
修
了

医
療
福
祉
費
受
給
者
証
・
は
ぐ
く

み
医
療
受
給
者
証
の
有
効
期
限

　

医
療
福
祉
費
受
給
資
格
が
４
月
１
日
か

ら
次
の
と
お
り
拡
大
さ
れ
ま
す
。

①
肝
機
能
障
害
に
よ
り
身
体
障
害
者
手
帳

　

３
級
を
取
得
し
た
人

②
両
親
の
い
な
い
18
歳
未
満
の
子
を
養
育

　

し
て
い
る
配
偶
者
の
い
な
い
祖
父
母
等

　

で
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
し

　

て
い
る
人

※
医
療
福
祉
費
支
給
制
度
は
申
請
が
必
要

と
な
り
ま
す
の
で
、
該
当
す
る
と
思
わ
れ

る
人
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　

今
年
４
月
か
ら
小
学
校
へ
入
学
す
る
お

子
さ
ん
の
う
ち
、
乳
幼
児
医
療
福
祉
費
・

乳
幼
児
は
ぐ
く
み
医
療
費
を
受
給
し
て
い

る
お
子
さ
ん
は
、
平
成
22
年
３
月
31
日
を

も
っ
て
受
給
資
格
が
終
了
し
ま
す
の
で
、

現
在
お
持
ち
の
受
給
者
証
は
有
効
期
間
終

了
後
に
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。

※
今
年
４
月
か
ら
小
学
校
へ
入
学
す
る
お

子
さ
ん
の
う
ち
、
ひ
と
り
親
家
庭
の
お
子

さ
ん
に
は
、
４
月
か
ら
対
象
と
な
る
「
ひ

と
り
親
マ
ル
福
の
受
給
者
証
」
を
郵
送
し

ま
す
。

　

平
成
22
年
度
の
国
民
健
康
保
険
被
保
険

者
証
交
付
に
伴
い
、「
医
療
福
祉
費
受
給

者
証
」
又
は
「
は
ぐ
く
み
医
療
費
受
給
者

証
」
の
有
効
期
限
よ
り
も
、「
国
民
健
康

保
険
被
保
険
者
証
」
の
有
効
期
限
が
以
前

の
場
合
は
、「
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

証
」
の
有
効
期
限
が
優
先
さ
れ
ま
す
。

※
４
月
現
在
、
中
学
２
、３
年
生
の
お
子

さ
ん
が
い
る
人
や
、
３
月
末
現
在
、
所
得

制
限
や
申
請
忘
れ
に
よ
り
児
童
手
当
を
も

ら
っ
て
い
な
か
っ
た
人
は
、
９
月
30
日

（
木
）
ま
で
に
申
請
し
て
い
た
だ
く
と
４

月
に
遡
っ
て
手
当
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
申
請
が
10
月
以
降
に
な
る
と
、
４

月
に
遡
っ
て
手
当
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
新
規
申
請
の
場
合
…
…
印
鑑
、
保
険
証

の
コ
ピ
ー
（
厚
生
年
金
加
入
者
の
み
）、

通
帳　
（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
除
く
）

■
増
額
申
請
の
場
合
…
…
印
鑑

※
保
険
証
、
通
帳
は
、
お
子
さ
ん
の
も
の

で
は
な
く
、
申
請
者
（
生
計
の
中
心
者
で

あ
る
父
親
も
し
く
は
母
親
等
）
の
も
の
。

問い合わせ

医療保険課
内線２４０

４
月
　
日
（
月
）
か
ら

土
日
祝
日
除
く

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

■
申
請
場
所　
　

　

こ
ど
も
課
又
は
各
支
所
総
合
窓
口
課

■
申
請
期
間12

申
請
の
方
法

申
請
の
方
法
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